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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定回転角で往復回転運動する回転力を軸出力する駆動源と、
　該駆動源の出力軸と同軸上で連結分離させると共に、該分離時に前記駆動源の出力軸に
対して同軸上で相対的に軸回転させて連結する切替連結機構と、
　該切替連結機構を介した前記軸出力を外部へ供給する出力手段と、
から成り、
　前記切替連結機構は、
　前記駆動源の出力軸と複数の相対的軸回転位置で連結することを可能とした回転板と、
　該回転板と前記駆動源とを連結分離させるクラッチ機構と、
　該クラッチ機構による分離時に前記回転板の回転を停止させるストッパ手段と、
から構成したことを特徴とするマルチポジション型往復回転アクチュエータ。
【請求項２】
　前記クラッチ機構が、
　前記駆動源と前記回転板との間に介在させた拡張付勢手段と、
　前記回転板を軸に沿ってかつ前記拡張付勢手段を圧縮する方向に移動させる作動手段と
、
から成ることを特徴とする請求項１記載のマルチポジション型往復回転アクチュエータ。
【請求項３】
　所定回転角で往復回転運動する回転力を軸出力する駆動源と、



(2) JP 6301661 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

　該駆動源の出力軸と同軸上で連結分離させると共に、該分離時に前記駆動源の出力軸に
対して同軸上で相対的に軸回転させて連結する切替連結機構と、
　該切替連結機構を介した前記軸出力を外部へ供給する出力手段と、
から成り、
　前記切替連結機構は、
　前記駆動源の出力軸と同軸回転で連結した切替板と、
　該切替板と複数の相対的軸回転位置で連結する回転板と、
　前記切替板を介して該回転板と前記駆動源とを連結分離させるクラッチ機構と、
　該クラッチ機構による分離時に前記回転板の回転を停止させるストッパ手段と、
から構成したことを特徴とするマルチポジション型往復回転アクチュエータ。
【請求項４】
　前記クラッチ機構が、
　前記駆動源と前記切替板との間に介在させた拡張付勢手段と、
　前記切替板を軸に沿ってかつ前記拡張付勢手段を圧縮する方向に移動させると共に、該
切替板と回転板とを連結分離させる作動手段と、
　から成ることを特徴とする請求項３記載のマルチポジション型往復回転アクチュエータ
。
【請求項５】
　前記切替連結機構の相対的軸回転の回転角が、
　前記駆動源の回転角と同一であることを特徴とする請求項１、又は３記載のマルチポジ
ション型往復回転アクチュエータ。
【請求項６】
　前記作動手段が、
　直動アクチュエータの前記回転板への直接作用、てこ作用、又はリンク機構によるもの
であることを特徴とする請求項２、又は４記載のマルチポジション型往復回転アクチュエ
ータ。
【請求項７】
　前記の各連結が、
　少なくとも回転方向を規制する結合であることを特徴とする請求項１から６のいずれか
記載のマルチポジション型往復回転アクチュエータ。
【請求項８】
　前記連結が、
　凹部と凸部との嵌合であることを特徴とする請求項７記載のマルチポジション型往復回
転アクチュエータ。
【請求項９】
　前記凹部と前記凸部との嵌合による連結が、
　円形又は円が内接する多角形状の回転板に、軸心から所定半径の円周上に等間隔で形成
した多数個の凹部又は凸部と、
　前記回転板と対向する駆動源の出力側又は切替板に形成した凸部又は凹部との嵌合であ
ることを特徴とする請求項８記載のマルチポジション型往復回転アクチュエータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願に係る発明（以下、「本願発明」）は、所定の回転角で往復回転運動する回転力を
軸出力する往復回転アクチュエータに関し、特に、単一の出力軸で該軸回りの複数の位置
（「マルチポジション」という。）で往復回転力を供給することができるマルチポジショ
ン型往復回転アクチュエータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な往復回転型のロータリーアクチュエータは、所定の回転角で往復回転運動する
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回転力を駆動力として供給するものである。これは、例えば、ＡＴＭ（自動預金受払機）
や自動発券機、又はプリンタ装置などにおいて、紙幣や硬貨、又は紙片などを所定の搬送
路へ振り分けるガイド用ブレードを、作動させるための駆動源として組み込まれている。
　さらに、これらの装置は、年々、小型多機能化してきており、当然に組込部品へもこの
対応要請が望まれている。
【０００３】
　これに応えるものとして、本出願人は、先に特許文献１として往復回転アクチュエータ
の技術を開示している。これはリンク体とこれと噛合するギアを軸方向に直動させて切替
えることで、所定角だけ回転をさせた位置で往復回転させることができる構造を提供した
ものである。詳述すると、出力軸から見て、一つの半径方向を基準（ホームポジション）
として所定回転角（例えば、３０°）で往復回転を行わせると共に、適宜にリンク機構に
よってホームポジションから所定回転角（例えば、１２０°）だけ軸回転させた位置にお
いて、前記所定回転角（例えば、３０°）の往復回転力を出力させるものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－３０３４７６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記の開示発明では、リンク体とギアとの噛合を設定することにより単一の出力軸で基準
位置（ホームポジション）から軸回転移動した２箇所の位置（例えば、３０°と１２０°
）でそれぞれ往復回転の回転力を出力させるものであった。
【０００６】
　しかし、上述したように、年々進歩している装置（ＡＴＭやプリンタ）は、省スペース
化に加えて多機能製品が比較的短い期間で開発されて製品化されてきており、仕様設計に
迅速に対応でき、かつ設計自由度の高い部品への要望が高まっている。
【０００７】
　そこで、本願出願には、かかる要請に鑑み、先に提案した往復回転アチューエータを基
にしながらも異なる技術思想に基づいた新規な往復回転アクチュエータを提供するもので
ある。敷衍すると、同軸上において、往復回転運動力を供給する出力軸上の位置を、相対
的に回転させた複数位置に行えるようにして、製品への組み込みの自由度と汎用性を高め
たマルチポジション型の往復回転アクチュエータを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本願発明にかかるマルチポジション型往復回転アクチュエー
タ（以下、「本願アクチュエータ」と言う。）は、次のように構成している。
【０００９】
　本願発明の請求項１にかかるアクチュエータは、所定回転角で往復回転運動する回転力
を軸出力する駆動源と、該駆動源の出力軸と同軸上で連結分離させると共に、該分離時に
前記駆動源の出力軸に対して同軸上で相対的に軸回転させて連結する切替連結機構と、該
切替連結機構を介した前記軸出力を外部へ供給する出力手段と、から成ることを特徴とし
ている。特に、上記切替連結機構については、駆動源の出力軸と同軸上の複数の回転位置
で連結することを可能とした回転板と、該回転板と前記駆動源との間で、連結と分離をさ
せるクラッチ機構と、該クラッチ機構による分離時に前記回転板の回転を停止させるスト
ッパ手段と、から構成している。
【００１０】
　ここで、上記「出力軸」は、通常有体棒状で構成されるシャフト軸に限らず、駆動源か
ら供給される回転力の回転中心とした想定上の軸をも含む広義を意味する。
【００１１】
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　かかる本願アクチュエータの構成により、駆動源から出力される往復回転運動の軸回転
力は、連結時にはそのままの出力手段から駆動力として外部へ出力される。
【００１２】
　また、切替連結機構は、駆動源の出力軸と出力手段とを連結又は分離する作用と共に、
その分離時には駆動源の出力軸に対して相対的に軸回転させた後、再度出力手段を連結さ
せる作用を奏するものである。ここで「相対的に軸回転」とは、連結部位の一方側に対し
て他方側のみを同軸上で軸回転させることを意味する。
【００１３】
　出力手段は、外部へ回転力を出力するためのものであり、主に、棒状の軸体（シャフト
）で構成している。ただし、これに限定するものではなく、筒体やフランジ状の円盤、又
はクランク等で構成しても良い。
【００１４】
　このように作用させることにより、本願アクチュエータは、再度の連結時の位置が前回
の連結個所に対して、所定角だけ相対的に軸回転させた位置へ移動（「移行」と言う。）
して、再度往復回転の軸回転の駆動力を出力させる。この連結からの分離、相対的軸回転
、そして再連結を順次繰り返すことにより、ある基準とした位置（「ホームポジション」
）から軸回りに所定角度（「移行角」と言う。）毎に回転移動した複数個所（「マルチポ
ジション」）で往復回転運動を行う軸回転力（以下、「往復回転力」と言う。）を外部へ
出力させることができる。
【００１５】
　また、上記切替連結機構の構成により、クラッチ機構によって駆動源の出力軸から回転
板を切り離すと同時に、ストッパ手段で回転板の回転を停止させる。この状態で駆動源の
出力軸を移行させ、その後に再び当該出力軸と回転板とを連結させる。この連結からの分
離、移行、そして再連結、の行程を順次繰り返すことより、回転板と駆動源の出力軸とを
、相対的に軸回転した複数の個所、別言すれば、駆動源の出力軸と同軸上の複数の回転位
置（「移行位置」と言う。）で連結させることができる。
【００１６】
　さらに、請求項２にかかるクラッチ機構は、駆動源と回転板との間に介在させた拡張付
勢手段（例えば、コイルスプリング、板バネ、ゴム等の弾性材、）と、前記回転板を軸に
沿ってかつ前記拡張付勢手段を圧縮する方向に移動させる作動手段と、から構成している
。
【００１７】
　かかる構成により、駆動源と回転板との分離は、拡張付勢手段の反発弾性力で行われる
。一方、これらの連結は、上記作動手段によって回転板を駆動源方向に出力軸上を移動さ
せることにより行う。この回転板の移動過程で前記拡張付勢手段が圧縮されて反発弾性力
が蓄積される。
【００１８】
　次に、請求項３にかかるアクチュエータの切替連結機構は、上記請求項１の構成に対し
て、回転板と出力軸とを直接に連結分離をさせるものでなく、切替板を介在させて、これ
を介して連結分離を行わせるものである。すなわち、駆動源の出力軸と同軸上で連結する
切替板と、該切替板と同軸上で複数の回転位置（又は移行位置）で連結分離を可能とした
回転板とを配置し、前記切替板を出力軸上を移動させることによって前記回転板と前記駆
動源と連結分離を行うクラッチ機構と、該クラッチ機構の作用による分離に伴って回転板
の回転を停止させるストッパ手段と、から構成するものである。
【００１９】
　この構成により、回転板と切替板との間において、連結、分離、移行、そして再連結を
繰り返すことにより、駆動源の出力軸と同軸回転で連結している切替板を、回転板に対し
て移行した複数個所で連結させることができる。
【００２０】
　また、上記構成に用いるクラッチ機構は、請求項４にかかるように、駆動源と切替板と
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の間に介在させた拡張付勢手段（例えば、コイルスプリング、板バネ、ゴム等の弾性材、
）と、前記切替板を軸に沿ってかつ前記拡張付勢手段を圧縮する方向に移動させると共に
該切替板と回転板とを連結分離させる作動手段と、から構成しても良い。
【００２１】
　この構成により、切替板は拡張付勢手段の反発弾性力によって軸上を移動して回転板と
連結し、駆動源からの往復回転の回転力を出力手段から外部に出力させることができる。
そして、作動手段の起動によって切替板を、逆方向（リア方向）に移動させて、回転板と
の連結を解除する。この切替板の移動過程で、拡張付勢手段には圧縮されて反発弾性力が
蓄積される。
【００２２】
　加えて、本願発明の請求項５にかかる構成は、切替連結機構による分離時の移行角を、
前記駆動源の往復回転運動の回転角と同一に設定したことを特徴としている。
【００２３】
　これは、上記した分離時の移行角は、適宜に設定することが可能であるが、このように
移行角を往復回転角と同角とすることにより、出力軸回りにおける往復回転角の整数倍の
位置へ順次移行させて、往復回転力を出力させることができる。また、往復回転の回転方
向の切り返し点で連結と分離を行わせるようにしているため、連結と分離時の位置決めが
確実となって動作の安定を図ることができる。
【００２４】
　上記クラッチ機構を構成する作動手段としは、例えば、てこ作用を利用した機構で構成
するなど、適宜の公知の技術を用いている。
【００２５】
　なお、各請求項の記載で用いている「連結」は、Ｘ方向、Ｙ方向かつ回転方向を規制し
た完全に一体化した結合ではなく、少なくとも一体回転を確保できる程度の回転方向のみ
を規制した結合を意味する。むしろ、適宜の連結分離を自在とするためには、回転板及び
切替板は、軸上の移動が許容された状態であることが好ましい。
【００２６】
　回転板の連結構造の例としては、凹部と凸部との嵌合構造としても良い。この場合、回
転板の輪郭形を、円形又は円が内接する多角形状に形成し、該出力軸から所定半径の円周
上の複数個所に当間隔で配列形成した凹部（貫通した開口を含む。）と、前記回転板と対
向する駆動源の出力側又は切替板に形成した凸部とを、嵌合させる構成としても良い。
【００２７】
　この構成を取る場合は、回転板への凹部の形成位置は、可能な限り外周縁に近い位置に
設けることが好ましい。これにより連結時のトルクの伝達を確実なものとすることができ
る。
【発明の効果】
【００２８】
　本願発明は、上記のように構成しているため、駆動源からの往復回転運動の軸回転の出
力を、相対的に軸回転した複数の位置、すなわち複数の移行位置で出力させることができ
る。そして、この複数の移行位置での往復回転力の出力提供は、多種機能の被組込装置へ
の対応の自由度が増し、かつ汎用性の高いものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】実施例１の各構成要素を分解して示した分解斜視図である。
【図２】実施例１の往復回転時を示す一部断面の側面図である。
【図３】実施例１のモード切替時を示す一部断面の側面図である。
【図４】実施例１のフロントプレートを除いて示す正面図である。
【図５】回転角と移行角の位置関係を示す関係図である。
【図６】実施例１のモード切替の過程を段階的に示した説明図である。
【図７】実施例２の各構成要素を分解して示した分解斜視図である。



(6) JP 6301661 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

【図８】実施例２の往復回転時を示す一部断面の側面図である。
【図９】実施例２のモード切替時を示す一部断面の側面図である。
【図１０】実施例２のフロントプレートを除いて示す正面図である。
【図１１】実施例２のモード切替の過程を段階的に示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下に、本願アクチュエータを実施するための具体的な形態例として、２つの例（以下
、「実施例１」、「実施例２」と言う。）を挙げて、図面を基に説明する。
【実施例１】
【００３１】
　実施例１について、図１～図６を基に、主要構成毎に分けて説明する。
　なお、本願アクチュエータには、機能上、設置の向きに制限は無いが、説明の便宜上、
図示した上下左右の位置関係に基づいて説明する。また、図１～図３、及び図７～図９、
において、左方向をフロント方向、及び右方向をリア方向と定義して用いる。
（１）駆動源の構成と作用
【００３２】
　実施例１の駆動源は、図面符号１で示すロータリーソレノイドを用いている。該ロータ
リーソレノド１は、全体を収納する筐体の一部を構成するリアプレート２に取り付けた電
磁コイル１０と、該電磁コイル１０とエアギャップをもって配置したロータ１１とから成
る。該ロータ１１は、リアプレート２に取り付けたロータ軸受２０で上記電磁コイル１０
の上位において回転自在に支持している。また、該ロータ１１には、互いに異なる磁極面
をもって電磁コイル１０側に向けて露出させた２個のマグネット１２を、回転方向に並べ
て内蔵している。これらの２つのマグネット１２、１２を被うフロント方向側の面には、
バックヨーク１３を当接状に付設している。該ロータ１１には、その出力軸３を軸対称の
位置で該出力軸３に沿ってフロント方向へ延びる平行２本の丸棒状の嵌入ピン１４を一体
形成している。
【００３３】
　これにより、ロータ１１は、電磁コイル１０への通電制御により、同軸上の出力軸３を
中心として所定の回転角で往復回転する。このとき、ロータ１１は、その回転軸となる出
力軸３が図面視で上位に寄った位置にあるため、振り子が揺れるような動き（揺動）を呈
することとなる。なお、このようなロータ１１の基体的構成は、前記特許文献１などで既
に開示しており公知の技術である。
【００３４】
　この構成での往復回転の回転角θは、正面図視で電磁コイル１０の両側のリアプレート
２の縁部に立設形成したストッパ２１への当接規制で決まる。このストッパ２１は、リア
プレート２の縁部の一部をフロント方向に折り曲げて形成している。このときの回転角θ
は、ロータ軸受２０と両側ストッパ２１、２１との位置関係によって決まる。実施例１で
はこれを３０度となるように設定している。なお、実施例１のストッパ２１は、上記のよ
うにリアプレート２と同体成形しているが、これを別体に形成としてもよい。両側ストッ
パ２１、２１の間隔距離とロータ１１の回転半径の如何によって、所望の回転角θを設定
することができる。
（２）切替連結機構の構成と作用
【００３５】
　次に、図面符号４は回転板である。該回転板４は、硬質円盤状を成し、その中央部には
、後述する出力シャフト８のリア方向の一端側が適合して挿通し得る口径の軸心孔４０を
形成している。該軸心孔４０の内周面には、後述するキー８０が適合しかつ挿通し得る形
状のキー溝４１を形成している。
【００３６】
　また、回転板４の板面には、表裏貫通した複数個の嵌入孔４２、・・・を、軸心から所
定半径の円周上に等間隔で配列形成している。この間隔距離とその嵌入孔４２の半径とで



(7) JP 6301661 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

成す角（上記「移行角」と同義）αは、前記ロータ１１の回転角θと一致するように設定
している。実施例１の回転板４では、１回の移行角を３０度に設定しているため、円周を
３０度で等分割した１２個所に嵌入孔４２を形成している。
【００３７】
　なお、上記実施例１の回転板４の輪郭形は、円形の他、正多角形、又は円に外接した多
角形状としても良い。
【００３８】
　かかる構成により、多数個の嵌入孔４２には、前記のロータ１１の出力軸３の左右両対
称位置に形成した一対の嵌入ピン１４が、対応する２個所の嵌入孔４２に嵌入して連結状
態となる。
【００３９】
　また、この回転板４とロータ１１の間には、クラッチ機構を構成する拡張付勢手段とし
てコイルスプリング５を、該出力軸３上に環装状態で配設している。このコイルスプリン
グ５は、回転板４をロータ１１から離隔させる方向の拡張力として機能する。
【００４０】
　また、回転板４のフロント方向には、クラッチ機構を構成する作動手段６を配設してい
る。この作動手段６は、てこ作用を利用した機構（「てこ作用」）である。このてこ作用
を構成するレバー体６０は、正面図視で略Ｕ字状に形成し、回転板４とフロントプレート
７との間に立設状に配置している。該レバー体６０の上端部には、回転板４のフロント面
の左右方向の両周縁近傍に当接して、てこ作用の作用点として機能する凸状の当接部６１
を形成している。
【００４１】
　また、該レバー体６０の下端部６２は、後述するフレーム６５を介してフロントプレー
ト７の下部にリア方向への回動を可能にして取り付けて、てこ作用の支点として機能する
ようにしている。
【００４２】
　さらに、フロントプレート７には、上記レバー体６０の下端部６２の取り付け位置より
上位に寄った位置に、フレーム６５で挟持するようにしてソレノイド６３を取付け保持し
ている。このソレノイド６３は、リア方向へ進退移動（直動）するプランジャ６４を備え
ている。このプランジャ６４の直動力は、フレーム６５を貫通して、上記レバー体６０の
支点位置より上位に寄った位置に連結して、てこ作用の力点として機能するようにしてい
る。
【００４３】
　この構成により、ソレノイド６３を起動するとプランジャ６４が進出して（矢印ａのリ
ア方向）レバー体６０を押し、てこ作用によってレバー体６０の当接部６１が、回転板４
のフロント面に押圧力が作用する（矢印ｂ）。この作用によって回転板４は、前記コイル
スプリング５を撓ませながらリア方向へ移動する（矢印ｃ）と共に、ロータ１１と一体の
嵌入ピン１４が対応した嵌入孔４２に嵌入することとなる。これにより、回転板４はロー
タ１１と連結して同軸上を一体回転する。
【００４４】
　次に、前記プランジャ６４を戻す（矢印ａのフロント方向移動）と、回転板４への押圧
が解除され、これに対向してコイルスプリング５の反発作用して回転板４はフロント方向
に移動することとなる（矢印ｄ）。これにより嵌入孔４２から嵌入ピン１４が引き出され
て、ロータ１１と回転板４との連結が解除され、分離状態となる。
（３）出力手段の構成と作用
【００４５】
　次に図面符号８は、出力手段を構成する出力シャフトである。該出力シャフト８は、そ
の主体が丸棒状を成し、フロントプレート７に取り付けたフロント軸受７１によって貫通
状に支持して、ロータ１１の出力軸３と同軸上に配置している。また、該出力シャフト８
のリア方向の端部には、リア方向に伸びる略コ字状のキー８０を一体形成している。
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【００４６】
　さらに、フロントプレート７の上部には、前記回転板４の少なくとも一つの嵌入孔４２
に対応した位置に、嵌入可能なストッパーピン７２をリア方向へ突出状にして設けている
。このストッパーピン７２は、嵌入孔４２へ嵌入して回転板４を停止するためのものであ
る。したがって、回転板４を停止して保持し得るものであれば、これに限らず他の構成を
取ることも可能である。例えば、後述の実施例２のように回転板４の輪郭形を正多角形に
して、その周側部を挟持する構成、又は板面に多数の凸部やノッチ部を形成して摩擦や係
合で停止させる構成としても良い（図示省略）。
　なお、実施例１では、単一のストッパーピン７２としているが、これに限定するもので
はない。
（４）実施例１の全体としての作用と効果
【００４７】
　上記のように構成した実施例１は、次のように作用する。なお、各機構や作動手段の作
用については既述しているので省略する。
　本願アクチュエータの特徴は、図５に示したように、出力軸３の正面視において、特定
した基準位置（「ホームポジョン（ＨＰ）」と言う。）から所定の移行角α単位で移行し
た複数位置（「マルチポジション」と言う。）で、回転角θの往復回転運動の回転力を駆
動力として外部へ出力することにある。このポジションの移行の作用を「モード切替」と
言う。
ａ．連結による回転力の出力
【００４８】
　図２に示したように、回転板４は、ソレノイド６３の起動及びレバー体６０の作用によ
ってリア方向（矢印ｃ）に移動してロータ１１と連結する。なお、この行程において、出
力シャフト８のキー８０は、回転板４のキー溝４１内を摺動するがキー溝４１から外れる
ことは無いため、出力シャフト８と回転板４とは連結状態を維持している。この状態でロ
ータ１１、回転板４、及び出力シャフト８は、同軸上で一体回転して、ロータ１１からの
往復回転力はそのまま出力される。
ｂ．連結解除によるモード切替
【００４９】
　次に、図３に示したように、ソレノイド６３を停止させてプランジャ６４を戻す（フロ
ント方向への移動）とレバー体６０の回転板４への押圧負荷が無くなり、コイルスプリン
グ５の反発力（拡張力）によって回転板４は、フロント方向へ移動する（矢印ｄ）。移動
した回転板４は、ストッパーピン７２の嵌入孔４２への嵌入によって回転が停止する。回
転板４との連結が解除されたロータ１１は、単独で往復回転運動が許容されることとなる
。
ｃ．モード切替によるポジションの移行
【００５０】
　次に、図６を用いて、上記作用によるモード切替によるポジションの移行ついて段階を
追って説明する。
【００５１】
　先ず、図６の［ＨＰ－１］及び［ＨＰ－２］に示すようにホームポジションの状態では
、ロータ１１の嵌入ピン１４が回転板４の対向した嵌入孔４２に嵌入（黒塗り図示）し、
ストッパーピン７２は回転板４から外れて（白抜き図示）、ロータ１１、回転板４、及び
出力シャフト８が一体となって回転する。この時の往復回転の回転角θは、リアプレート
２の両側に設けたストッパ２１への当接によって規定される。実施例１においては回転角
θが３０度となるように設定されている。
【００５２】
　次に、図６の［Ｍ－１］に示すように、先ずロータ１１が右側ストッパ２１Ｒに当接し
た状態でロータ１１の回転を停止させる。そして、上述したてこ作用によって回転板４は
、フロント方向（図面６視で手前方向）に移動し、ストッパーピン７２が回転板４の対向
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した嵌入孔４２に嵌入（黒塗り図示）して停止する。これに伴ってロータ１１の嵌入ピン
１４は、嵌入孔４２から抜き出される（白抜き図示）。この状態では、ロータ１１は単独
回転が許容されるため、図６の［Ｍ－２］に示すようにロータ１１のみを左側ストッパ２
１Ｌに当たるまで時計方向に回転（矢印ｅ）させる。この時の回転角は、ロータ１１の回
転角α（実施例１では３０度）となる。
【００５３】
　次に、この状態で、回転板４をリア方向（図面６視で奥側方向）に移動させると、スト
ッパーピン７２は回転板４から外れ（白抜き図示）、同時に、ロータ１１の嵌入ピン１４
は対向した嵌入孔４２に嵌入（黒塗り図示）して、回転板４とロータ１１とが再連結する
。これにより出力シャフト８からは、次のポジション（「２ｎｄ．ポジション」）に移行
した位置において、往復回転力が出力される（図６の［ＳＰ－１］及び［ＳＰ－２］）。
この２ｎｄ．ポジションは、図面６視で、ホームポジションから反時計方向にθ（本実施
例では３０度）だけ移行した位置となる。
【００５４】
　このような行程を経て、モード切替を順次行うことにより、所望のポジションまで移行
させて、往復回転力を出力させることができる。このポジションの移行角αは、通常はロ
ータ１１の回転角θと同じに設定されるが、ロータ１１を左右ストッパ２１の当接位置以
外（例えば、中間位置）で停止させることにより、さらに細分割した移行角αを設定する
ことも可能である。因みに、実施例１では、移行角αを３０度に選定しているため、往復
回転の回転力を出力させるポジションは、１周回の１２箇所となる。
【実施例２】
【００５５】
　次に、実施例２について説明する。
　実施例２は、実施例１と同様に本願アクチュエータの技術的思想を実現するものである
が、上記した実施例１のクラッチ機構の作動手段において、さらなる構成要素を付加した
ことにある。その概要は、新たに切替板２００を設け、実施例１の回転板４に代わってこ
の切替板２００を、出力軸３と同軸上を移動させてモード切替を行うようにしたものであ
る。
【００５６】
　図７～図１１は、実施例２に関して示した図である。なお、以下の説明においては、重
複説明を避けるため、実施例１と同様な機能を奏する構成要素については、実施例１で用
いた図面符号を付して詳細な説明を省略する。
（１）駆動源の構成
【００５７】
　実施例２のロータリーソレノド１００の基本構成は、実施例１と同様であるが、ロータ
１１の回転中心にロータシャフト１１０を設けている点で異なる構成を取っている。これ
は、後述する切替板２００の出力軸上への保持と移動軸を確保するためである。その他の
ロータ１１、嵌入ピン１４、及びリアプレート２の構成、並びにこれらの作用は実施例１
と同様である。
（２）切替機構の構成と作用
【００５８】
　図面符号２００で示した切替板は、硬質で矩形板状を成し、その中央部には、前記ロー
タシャフト１１０が適合して貫通し得る口径を持った挿通孔２１０を形成している。また
、切替板２００のリア方向の板面には、前記挿通孔２１０を挟む左右対称位置に、ロータ
１１の嵌入ピン１４が挿通し得る開口径と摺動距離をもった挿通管２１１を、一体的に形
成している。さらに、切替板２００のフロント方向の板面には、前記挿通孔２１０を挟む
上下対称位置に、回転板４００の嵌入孔４１０に挿通可能な外径を持った連結ピン２１２
を一体的に形成している。
【００５９】
　実施例２で用いる前記回転板４００は、硬質板状を成し、その板面には実施例１と同様
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に多数の嵌入孔４１０、・・・を円周上に等間隔では形成している。回転板４００の輪郭
形は、正多角形（実施例２では正１２角形）に形成している。この角数は前記嵌入孔４１
０の数と一致しており、かつその角部は嵌入孔４１０の通る半径方向となるように形成し
ている。また、実施例２の回転板４００は、その軸心にフロント方向に延びる出力シャフ
ト８を一体的に取付け固定して、フロント軸受７１で回動自在に支持している。前記嵌入
孔４１０には、上記切替板２００の対応する連結ピン２１２が適合嵌入して連結する。
【００６０】
　該回転板４００と切替板２００との間には、クラッチ機構を構成する作動手段６００を
配設している。この作動手段６００は、実施例１と同様、てこ作用で機能する構成を取っ
ている。
【００６１】
　回転板４００の下方には、略Ｕ字状を呈したストッパ体６２０を立設状に配置している
。該ストッパ体６２０は、該Ｕ字状の一部を構成する平行体からなる挟持部６２１（図面
視で立設状態）を主体としており、その間隔は、回転板４００が正多角形の輪郭形である
場合は、その対向する辺部を挟む距離に設定している。また、挟持部６２１の下端部のリ
ア側には、上部にリア方向へ下降傾斜した斜面を有するくさび体６２２を一体的に形成し
ている。
【００６２】
　てこ作用の構成として、ストッパ体６２０の下端部にリンクレバ６１０の一端側（フロ
ント方向端部）を回動自在にして結合（「リンク結合」）して、作用点として機能させて
いる。
【００６３】
　また、該リンクレバ６１０の他端側（リア方向端部）は、リアプレート２の下部に取付
け固定したにフレーム６３０を介してリンク結合させて、てこ作用の支点として機能させ
ている。
　さらに、リアプレート２の下端部付近には、その下端縁部を折り曲げ成形したベース板
６４０に、プランジャ６４の直動方向を上に向けたソレノイド６３を載置し、かつ前記フ
レーム６３０によって覆うようにして固定している。そしてプランジャ６４は、当該フレ
ーム６３０を貫通して進退してリンクレバ６１０の中間部に作用することによって、てこ
作用の力点として機能させている。
【００６４】
　上記構成により、図８に示すように、ソレノイド６３を起動させるとプランジャ６４が
上昇進出してリンクレバ６１０の前記一端側を押し上げると、これとリンク結合したスト
ッパ体６２０がてこ作用によって垂直に上昇する。これに従って、ストッパ体６２０の挟
持部６２１が、回転板４００の対向する外周側面を当接摺動して適合（「挟持」）するこ
ととなる。この上昇と共にストッパ体６２０と一体のくさび体６２２が、回転板４００と
切替板２００との間に介入して押し広げて互いを離隔させることとなる。この離隔距離は
くさび体６２２の厚さで決まるが、その厚さは回転板４００の嵌入孔４１０から切替板２
００の連結ピン２１２が、完全に抜き出せる距離に設定している。
【００６５】
　これにより、切替板２００は、ロータシャフト１１０上をコイルスプリング５を撓ませ
ながらリア方向へ摺動する。この時、コイルスプリング５には拡張反発力が蓄積される。
【００６６】
　これとは逆に、図９に示すように、ソレノイド６３の起動を停止させてプランジャ６４
を戻す（下降）と、ストッパ体６２０は、上記てこ作用の反対作用によって下降して回転
板４００から離隔し、該回転板４００は停止状態から開放される。これと同時に、前記く
さび体６２２の介在が解消して回転板４００と切替板２００との離隔の強制力が無くなる
。これに対向して、前記コイルスプリング５が反発して拡張力が作用し、切替板２００の
連結ピン２１２が対応する回転板４００の嵌入孔４１０に嵌入する。この場合、ロータ１
１の嵌入ピン１４は、切替板２００が移動しても長さのある挿通管２１１内に滞在して外
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れることは無い。
（３）出力手段の構成と作用
【００６７】
　実施例２における出力手段を構成する出力シャフト８は、実施例１と同様に本体が棒状
体を成し、前記回転板４００の軸心に一体として固定的に取り付けて成り、フロント軸受
７１によって、ロータシャフト１１０の出力軸３と同軸上に支持している。出力シャフト
８は、回転板４００の回転をそのまま伝達して出力させる。
（４）実施例２の構成のポジションの全体としての作用と効果
【００６８】
　次に、図１１を用いて、実施例２における、モード切替によるポジションの移行ついて
段階を追って説明する。
【００６９】
　先ず、図１１の［ＨＰ－１］及び［ＨＰ－２］に示すようにホームポジションの状態で
は、ロータ１１と一体回転する切替板２００の連結ピン２１２が回転板４００の嵌入孔４
１０に嵌入（黒塗り図示）し、ストッパ体６２０は下降して回転板４００から外れて、ロ
ータ１１、切替板２００、回転板４００、及び出力シャフト８が一体となって回転する。
この時の往復回転の回転角θは、リアプレート２の両側のストッパ２１への当接によって
規定されている。この角度θは、実施例１と同様に３０度に設定されている。
【００７０】
　次に、図１１の［Ｍ－１］に示すように、ロータ１１が正面視右側に振れた状態で停止
させると共に、前記てこ作用によって上昇して来たストッパ体６２０が、回転板４００の
対向辺を挟持して回転を停止させる。それと共にストッパ体６２０のくさび体６２２が、
回転板４００と切替板２００の間に挿入介在し、連結ピン２１２が嵌入孔４１０から引き
出される。この状態では、ロータ１１と切替板２００のみが一体回転可能となる。ここで
、図１１の［Ｍ－２］に示すようにロータ１１及び切替板２００を、左側ストッパ２１Ｌ
に当接するまで時計方向に回転（矢印ｅ）させる。この時の回転角は、ロータ１１の回転
角α（実施例２では３０度）となる。
【００７１】
　次に、この状態を維持して、ストッパ体６２０を下降させると回転板４００の挟持が解
消し、かつくさび体６２２も同時に下降するため回転板４００と切替板２００とが再連結
することとなる。これにより出力シャフト８からは、次のポジション（「２ｎｄ．ポジシ
ョン」）に移行した位置で往復回転力が出力される（図１１［ＳＰ－１］及び［ＳＰ－２
］）。この場合の２ｎｄ．ポジションは、図面１１視で、ホームポジションから反時計方
向にθ（本実施例では３０度）だけ移行した位置となる。
【００７２】
　このような行程を経てモード切替を繰り返すことにより、複数個所（マルチポジション
）において、それぞれ往復回転力を出力させることができる。
【符号の説明】
【００７３】
１　　　ロータリーソレノイド
　１１　ロータ
　１４　嵌入ピン
２　　　リアプレート
　２１　ストッパ
３　　　出力軸
４　　　回転板
　４２　嵌入孔
５　　　コイルスプリング
６　　　作動手段
　６０　レバー体
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　６３　ソレノイド
７　　　フロントプレート
　７２　ストッパーピン
８　　　出力シャフト
１００　ロータリーソレノイド
１１０　ロータシャフト
２００　切替板
２１２　連結ピン
４００　回転板
４１０　嵌入孔
６００　作動手段
６１０　リンクレバ
６２０　ストッパ体
６２２　くさび体

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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